仕　様　書

１　業務名
[bookmark: _Hlk230799327]産業廃棄物焼却施設ダイオキシン類等測定業務（８－１）
２　業務場所
⑴　西区山田町　　　産業廃棄物焼却施設
⑵　安佐北区白木町　産業廃棄物焼却施設詳細な業務場所は
契約締結後に説明する

⑶　安佐北区大林町　産業廃棄物焼却施設
⑷　佐伯区五日市町　産業廃棄物焼却施設
⑸　安佐北区安佐町　産業廃棄物焼却施設
３　委託期間
　　契約締結日～令和９年１月２９日
４　測定実施日
　前記２⑴、⑵については契約締結から令和８年９月３０日までに実施すること。
　前記２⑶、⑷、⑸については契約締結から令和８年１２月２５日までに実施すること。
　　実施日時については、施設の稼働状況及び天候等により別途協議して決定するものとする。
５　実施施設数
５施設
６　実施要領
⑴　測定項目
ア　排出ガス中のダイオキシン類濃度（PCDDs、PCDFs及びコプラナーPCBの同族体及び異性体濃度）
イ　排出ガス中のCO、O2濃度
ウ　排出ガス温度
エ　排出ガス中のばいじん濃度
オ　排出ガス中の硫黄酸化物濃度
カ　排出ガス中の窒素酸化物濃度
キ　排出ガス中の塩化水素濃度
⑵　試料採取
本市の指示する焼却施設の排出ガスを受託者が採取する。また、試料採取に係る必要な資機材は、全て受託者が負担するものとする。
⑶　測定方法
　　ア　排出ガス中のダイオキシン類濃度（PCDDs、PCDFs及びコプラナーPCBの同族体及び異性体濃度）の測定
　　　　ダイオキシン類の濃度の算出方法を定める件（平成12年1月14日厚生省告示第７号）に定める方法による。
イ　排出ガス中のCO、O2濃度の測定
　　　　ダイオキシン類測定試料の採取１時間前から終了まで、連続分析計を用いて行う。
ウ　排出ガス温度の測定
　　　　ダイオキシン類測定試料の採取１時間前から終了まで、連続計測を行う。
エ　排出ガス中のばいじん濃度の測定
　　　　大気汚染防止法施行規則（昭和46年厚生省・通商産業省令第１号）に定める方法による。
オ　排出ガス中の硫黄酸化物濃度の測定
　　　　大気汚染防止法施行規則に定める方法による。
カ　排出ガス中の窒素酸化物濃度の測定
　　　　大気汚染防止法施行規則に定める方法による。
キ　排出ガス中の塩化水素濃度の測定
　　　　大気汚染防止法施行規則に定める方法による。
７　主任技術者
受託者は、契約締結後速やかに委託業務全体の責任者として、主任技術者を選任するとともに、その氏名を本市に対して届け出るものとする。
８　報告書
⑴　次の事項を記載した報告書を委託期間内に本市に提出して確認を受けるものとする。
　　ア　試料採取年月日及び採取場所
　　イ　検査結果
　⑵　報告書の内容に受託者の責めに帰する原因により不備がある場合は、受託者の責任において報告書の手直し、又は再測定を実施するものとする。
　⑶　報告書の大きさは原則としてＡ４版とする。
　⑷　報告書の提出は⑹の添付資料を添付し、紙及び電子媒体（ＣＤ、ＵＳＢメモリ等）を各１部ずつ提出するものとする。
　⑸　結果の表示
ダイオキシン類の結果の表示については、JIS K 0311(2008)及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年総理府令第67号）第3条の規定によるものとする。
　⑹　添付資料
　　ア　ダイオキシン類測定結果、GC/MSの仕様と操作条件、定量イオン・モニターイオンの強度比、回収率の測定結果、SIMクロマトグラム、標準作業手順及び規定事項
　　イ　測定及び分析状況写真
　　ウ　焼却施設の排出ガスフロー図
　　エ　CO、O2濃度及び排出ガス温度の測定チャート
　　オ　測定方法のフローチャート（システム図）
　　カ　ダイオキシン類測定精度管理に関する次の事項のうち、計量法（平成4年法律第51号）第121条の2に定める特定計量証明の事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法において記録することを定めている事項。
1 ガスメーターのトレーサビリティ、校正の記録
2 GC/MSの日常的点検、調整の記録（装置の校正など）
3 測定機器の測定条件の設定と結果
4 標準物質などの製造業者及びトレーサビリティ
5 検出限界及び定量限界の測定結果
6 試料採取、前処理操作などの回収試験の検証結果
7 測定機器の感度の変動
8 測定操作の記録（試料採取から前処理及び測定に関する記録）
　　キ　計量証明書（紙媒体は原本、電子媒体は原本又は写し）
９　その他
この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、本市及び受託者が協議して定めるものとする。
